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「住民監査請求」の内容と結果報告 

平成 19 年 9 月 23 日 

白馬新ごみ処理施設を考える連絡協議会 

 

 大変遅くなりましたが、調査・研究部：上田誠さんが５～６月にかけて取り

組んだ「北アルプス広域連合職員措置請求」（住民監査請求）の内容と結果を報

告します。 

 残念ながら、コンサルタント：日本技術開発(株)への委託の解除、連合長の返

還請求は認められませんでした。 

 しかし、監査委員からは、北アルプス広域連合に対して下記枠内のような「事

務処理に関する要望」３点が付記されました。私たちは、この中の特に２・３

項について、その誠実な実行を北アルプス広域連合に強く望むものです。 

 

 

監査結果は以上のとおりであるが、北アルプ.ス広域連合における事務処理に

関し、次のとおり要望するものとする。 

 

1 随意契約の締結に際しては、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項各号

 に定める事由に該当するかどうかを十分吟味をし、透明性の確保に努める必

要がある。 

2 圏域住民に対して解りやすい内容の情報公開に心がける必要がある。 

3 ごみ処理施設窪設を進めるに当たっては、地元住民の理解と協.カが何より 

も重要であることから、疑念を抱かせることのないよう誠実に対応されたい。
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北アルプス広域連合職員措置請求書 

 

北アルプス広域連合長に関する措置請求の要旨 

 

１、 請求の要旨 

 

ごみ処理施設用地選定支援業務にたいし、2,940,000 円の支出がなされてい

る。日本技術開発株式会社との「ごみ処理施設用地選定支援業務」の委託契約

書にもとづく業務委託料である。 

平成 18 年 11 月 9 日付の委託契約書である。 

日本技術開発株式会社への委託の必要性及び効果が十分検討されないままに、

委託契約をおこなったものであり北アルプス広域連合長として事務の執行にお

いては最小の経費で最大の効果を挙げるべきものである規定の趣旨から大きく

逸脱し、税金の無駄使い、業者への安易な垂れ流し、不当な支出であるので委

託契約の解除、ならびに北アルプス広域連合長は支出額を北アルプス広域連合

に返還することを求める。 

 

あわせて、①ごみ処理施設基本計画策定業務委託契約 

②循環型社会形成推進地域計画策定業務委託契約 

の支出、それぞれ ①2,898,000 円 ②2,982,000 円についても、日本技術

開発株式会社への委託の必要性及び効果が十分検討されないままに、委託契約

をおこなったものであり北アルプス広域連合長として、事務の執行においては

最小の経費で最大の効果を挙げるべきものである規定の趣旨から大きく逸脱し、

税金の無駄使い、業者への安易な垂れ流し、不当な支出であるので委託契約の

解除、ならびに北アルプス広域連合長は支出額を北アルプス広域連合に返還す

ることを求める。 

 

２、請求者 

・住所 北安曇郡白馬村神城 18091 

・職業 自営業 

・氏名 上田 誠 印 

 

3、地方自治法 242 条第 1 項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な 

措置を請求します。 

                        平成 19 年 5 月 1 日 

北アルプス広域連合監査委員 殿 

 

別紙 

１、ごみ処理施設建設用地選定支援業務委託契約書 写し 1 部 

２、ごみ処理施設基本計画策定業務委託契約書 写し 1 部 

３、循環型社会形成推進地域計画策定委託契約書 写し 1 部 
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住民監査請求書の補正の提出について 

 

そもそも、用地選定の作業に、建設コンサルタント業者に、用地選定のため

に、支援業務委託をする必要があるのか。294 万円もの公金を支払ってまで、

支援業務委託契約をすることは不当で、税金の無駄使いであります。 

 

発注者の北アルプス広域連合においては、当該、「ごみ処理施設用地選定」の

設討図書の作成能力がもち合わせていないゆえ、建設コンサルタント業者に支

援を業務委託したものであると推測するところでありますが、そうであるなら

ば、契約するまえに「見積書」の提出を受けて、見積書金額の妥当性を如何に

判断されたのか、理解に苦しむところであります。誰が、どの様な根拠で、日

本技術開発㈱で良し、と決められたのかお伺いします。 

ごみ焼却場の用地選定のため、建設コンサルダント業者に 300 万円に近くの

お金を惜しげもなく使う神経は考えられません。私ども住民には持ち合わせて

いません。 

 

次に、「ごみ処理施設用地選定支援業務委託契約」が、随意契約でなされてい

まが、競争人札をなにゆえしなかったのですか。 

加えて、随意契約での見積書も 1 社、日本技術開発㈱のみからしかとらなかっ

たのはどうしてでしょうか。 

また、ごみ焼却場の用地選走の作業は「競争入札に適さないもの」と判断さ

れて、1 社のみ見積書の提出で、日本技術開発㈱に決めて随意契約をされたの

はどうしてですか。 

どうして他の建設コンサルタント業者から見積書の提出をもとめなかったの

ですか。 

続いて、ごみ焼却場の用地選定の作業が、「競争入札に適さないもの」と、誰

が、どの様な考えで、判断されたのかお伺いします。憶測するに、その判断は

非常に奇怪しい。地方自治法の精神を曲解し、拡大解釈したものであると考え

ます。 

 

 

参考までに、建設コンサルタント協会加盟の業者は東京都では 100 数十社あ

ります。 

長野県だけでも 13 社。今回の業者は日本技術開発㈱は東京本社の会社です。 

東京本社の会社が 100 数十社もあるなかで、どうして日本技術開発㈱、1 社を

随意契約の相手方と選んだのか不思議でなりません。 

少なくと、建設コンサルタント協会加盟の業者、10 数社を指名して競争入札

をすべきであったと考えますが如何でしょうか。 

 

次に、当該の「見積書」について、ひとつの大きな疑念があります。 

情報公開条例に基づいて、ごみ処理施設用地選定支援業務の「見積書」の写し

をいただきましたが、文書受付の収受印が有りません。受付番号の記入も無け
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れば、受付・年月日も有りません。庶務担当者の印も無く、係長、所長の印も

有りません。 

この「見積書」以外に、別な「見積書」が存在するのでしょうか。不可解な

「見積書」です。 

 

ちなみに、「ごみ処理施設基本計画等作成業務」の「見積書」(18 年 3 月 14

日付)「循環型社会形成推進地域計画等策定業務」の「見積書」(18 年 4 月７日

付）も、文書受付の収受印が無く、受付番号の記入も無ければ、受付年月日も

有りません。 

これまた、庶務担当者の印も無く、係長、所長の印も有りません。 

参考までに、情報公開条例に基づいて、ごみ処理施設用地選定支援業務の「完

了届」の写しをいただき手元にありますが、これにはきちんと、文書受付の収

受印が有り、受付番号記入も有り、受付年月日も有ります。庶務担当者の印も、

係長、所長の印も有ります。 

 

同様に、「ごみ処理施設基本計画等作成業務」の「完了届」(19 年 3 月 30 日

付)「循環型社会形成推進地域計画等策定業務」の「完了届」(19 年 3 月 30 日

付)には文書受付の収受印があります。受付番号の記入もあり、受付年月日も有

り、庶務担当者の印も有り、係長、所長の印も有ります。 

 

官製談合の疑いをもつにまでいたりませんが、また同時に、建設コンサルタ

ントの業者の談合の疑いをもつにまでいたりませんが、公金の節約、税金の不

当な使われ方に、十分綿密な監査をおねがいするしだいであります。 

 

一方、ごみ処理施設用地選定委員会は 18 年 5 月 30 日に第 1 回の会合が開

催されています。 

その後、4 ケ月後 9 月 5 日にやっと、第 2 回の会合がもたれています。第 3、

4 回の会合を重ね、18 年 11 月 9 日に、日本技術開発ＫK にごみ処理施設用

地選定支援業務の委託契約を、北アルフス広域連合長はおこなっています。 

 

日本技術開発㈱との委託契約書は、A4 版、13 ページに及ぶ膨大なものです

が、「ごみ処理施設用地選定」「ごみ処理施設」「用地選定」などの言葉が 1 言 1

句も著されていない、不透明、ズサン、どんな業務でも適用される契約書内容

です。 

 

①証拠書類 ごみ処理施設用地選定支援業務委託契約書 

②証拠書類 ごみ処理施設基本計画等作成業務委託契約書 

③証拠書類 循環型社会形成雄進地域計画等策定業務委託契約書 

*①,②,③,を提出していますが、全て同じもの、同文 1 言 1 句も違っていません。 

 

①,②,③,それぞれの業務委託の金額は ① 2,940,000 

                   ② 2,898,000 
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③ 2,982,000 

  

①,②,③, はそれぞれ業務内容が異なります。奇妙に、300 万円に近似した

金額で業務委託契約がなされています。 

また、それぞれ業務内容が異なるにもかかわらず、特定の 1 社と随意契約を

しています。 

そして、①,だけは、見積書を 2 回、取り寄せています。②,③,は、1 回のみの

見積書です。 

それぞれ業務内容が異なるにもかかわらず、契約金額が奇妙に 300 万円に近

似し、②,③,は、1 回のみの.見績書です。誰が、どの様な考えで、日本技術開発

㈱を決めたのかお教え頂きたい。 

 

地方自治法に、随意契約の定めがありますが、当該①,②,③,3 つの業務委託契

約は地方自治法に違反したものであり、北アルプス広域連合長は、この当該①,

②,③,3 つの業務委託契約金を北アルプス広域に返還することを求めます。 

 

また、地方公務員法第 30 条、および、32 条にも違反した事務執行をおこな

っていると捉えざるを得ません。 

 

しかるに、独占禁止法にもふれるかの、事務執行をおこなっているのではと

の疑念を抱きつつ筆をおきます。 

 

以上、事実証明書を添えて、住民監査請求書の補正をいたします。 

 

①証拠書類 ごみ処理施設用地選定支援業務委託契約書 1 部 

②証拠書類 ごみ処理施設基本計画等作成業務委託契約書 1 部 

③証拠書類 循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託契約書 1 部 

④証拠書類 ごみ処理施設用地選定支援業務見積書２通 

⑤証拠書類 ごみ処理施設基本計画等作成業務見積書 1 通 

⑥証拠書類 循環型社会形成推進地域計画等策定業務見積書 1 通 

 

平成 19 年 5 月 16 日 

 

北安曇郡白馬村神城 18091  上田 誠 
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陳述書 

 

北アルプス広域連合監査委員 殿 

白馬村神城 18091 

上田 誠 

 

(1) 業者選定にあたっては指名競争入札を原則としてすべきであり、随意契 

約を選定するにおいても、数社から見積もり書を取り寄せるべきである。 

 

ごみ処理施設用地選定支援業務の業者委託をするにあたり、指名業者選定委

員会において、公共工事発注の適正化のための指名競争入札制度を形骸化し、

随意契約を選定したことに、大いに疑義を抱くものであります。 

 

北アルプス広域において、今回のごみ処理施設用地選定支援業務の業者委託

にあたり競争入札に適しないものと判断したとしても、二、三社から見積もり

書を提出していただいて、十分な比較、検討をおこない、業者選定をすべきで

ある。 

数社からの見積もり書を取り寄せること。この一番大切な手続き、事務遂行

作業を怠ったところに、問題あり、様々な疑念が生じたものであります。 

 

中身にふれます。 

参考していただきたいのは、最高裁判例=昭和 62 年 3 月 20 日を示します。 

 

■「令一六七条の二にいう一一一その性質又は目的が競争入札に適しないもの

をするときに該当するか否かは、普通地方公共団体の契約担当者が、契約の公

正および価格の有利性を図ることを目的として、普通地方公共団体の契約締結

の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当

該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して、その合理的な裁量

に基づいて判断すべきものと解するのが相当である」 

 

当該契約の目的・内容に相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を

選定し、その者との間で契約を締結するという方法をとるのが当該契約の性質

に照らしまたはその目的を達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地

方公共団体も増進につながる場には、右契約の締結は、令一六七条の二にいう

「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」に該当する。 

 

指名業者選定委員会の随意契約とする理由が縷々述べられていますが、 

① 当該業者が、「一一一管内の状況に熟知一一一」とあるが、管内の状況に熟

知と何をさすのか、顔見知りがあるにすぎないのでは? 

何をもって熟知をいうのか。文献資料は用地選定は、法的規制、候補地と

しての除外条件や選定手順の設定について、公明でわかりやすいことが求め

られるものであり、本広域連合の自然条件や社会条件等十分考慮しながら条
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件を設定されるものである。 

管内の状況等は村誌など重要な文献資料をまずは手に入れ用地選定の条件

設定づくりをすすめるものである。ゆえ、感精的、馴れ合いの熟知など無用

であり有害さえももたらすものであると考える。 

 

②  また、「一一一ごみ処理基本計画策定及び地域計画策定業務委託中であり

ごみ処理基本計画策定及び地域計画策定業務委託中であり、別業者と平行し

て業務を遂行することは困難である」とも述べられているが、別の業務委託

をするのに、当該業者と別業者と平行して業務を遂行することはすることは

困難であるとの、判断自体が、他の業者を排除し、公正な競争を阻害するも

のであって、公共工事発注の適正化のための指名競争入札制度を否定するも

のである。誰がどのような思いで判断されたのか? 

 

ごみ処理基本計画策定と地域計画策定業務は別の業務内容であり、現にご

み処理基本計画策定は、当該業者そのものが、二名の学者に謝礼金を支払い

監修、策定をしたものである。 

 

③ さらに、「一―一他業者より経費節減が望めること」と述べられているが、 

他業者から見積もりを取り寄せるごとく、どうして当該 1 社のみの見積もり

で他業者より経費節減が望めるのか、不思議であり到底理解出来ません。当

該業者との馴れ合い、談合あり?と疑義を抱くものであります。 

地方公共団体の業務の発注に際しては、官製談合しかり、業者談合は許さ

れないものであり、税金を食い物にした不正不法行為です。 

独占禁止法・不当な取り引き制限に該当するのではと疑念を抱きつつ監査

委員諸氏の厳密適正な監査をおねがいします。 

 

(2) ゴミ焼却場から排出される「大気汚染」が心配です。 

 

健康被害と農作物被害を非常に懸念し将来にわたり不安にたえません。 

ゴミ焼却場から排出される「大気汚染」が心配です。 

白馬村の「風」の具合と「大気汚染」とは密接に関係します。 

ごみ処理施設用地選定支援業務の当該業者は、自馬村の「風」の具合を一番

大切に検討調査しなければならない筈です。 

にもかかわらず、「主な質問一一一広連合の考え方」Q31.A31 で、松本市の

気象データのシミュレーションなど如何に参考になるのか。見当違いも甚だし

いと思います。 

このようなレベルのコンサル業者に多大なお金を支払い業務委託したことに

北アルプス広域連合長は説明責任を明らかにすべきであります。 

 

参考までに、白馬村誌 

第 2 章 気象、第 2 節 気象の諸要素、4 風 Ｐ209― 
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4 風 

周囲を山に囲まれた白馬の盆地の風は弱い。 

暖候期の南寄りの一般風は、そのものが弱い上にこの方向には幾重にも

山々が起伏しているから、風が入りにくい。 

一方、寒候期は、北西の一般風が強く、この風の方向は、海が近く白馬連

峰が一重間に立ちはだかっているのみだが、高さ 3000m 級で気流そのもの

を遮断してしまっており、姫川の谷筋のみが風の通り道である。 

姫川沿いの走行はほぼ南北で、風の季節である冬の風向(北西)と一致しない

分、風速も弱められるのである。 

かくの如く「白馬村誌」に記述されてある。白馬村誌の「風」の一部の記

述である。「白馬の風」「白馬の強風」などなども。 

気象学と方言では、「滝沢の滝の音がよく聞こえると雨」(神城) 

「夕方大町のポー(サイレン)が聞こえると明日は雨」な

どの記載もある。 

 

1、指名業者選定調書 写し 

2、最高裁判例=昭和 62 年 3 月 20 日 一部分写し 

3、証拠書類 白馬村誌 一部分写し 

. 

 平成 19 年 6 月 5 日 
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